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近世イギリスにおける国家と社会
-10分 l税・ 15分 l税の課税問題の分析を中心として一一

井内太郎

はじめに

テューダ朝期の議会的直接税111は、 10分 1税・ 15分 l税（以 l‘.、10分 1税と略品）

と補助税 (thesubsidy) から構成されており、 llhj悦は 1•：領地とならびllil家財政

を支える二大収人源であった。 ll1,j税はいずれも、戦時などの非常時に国壬が議

会の承認を得て課税する非経常収人であったが、 10分 l税がヘンリ 21lt時代か

ら継続的に川いられてきたのに対して、補助税は16llt紀初頭に祈規に導人され

たものである。したがってj1l1j税がセットで課されることになったのは、テュー

ダ朝期に人ってからのことである。

テューダ・初期ステュアート朝期における10悦 l税の研究は非常に立ち遅れ

た状況にある121。その理l-liの lつは、 lIij税が16111：紀初頭に沌人される補助税に

取って代わられる時代遅れの税として、その1iil}晶点ばかりが＇｝狽調されてきた点

にある。しかも、従来の研究では阿税の税収額や徴税制度の検討に「（きが附か

れ、その迎川面とくに徴税‘H・と税[Ull者との間で悦ft‘'とや徴税がいかに行われ

ていたのか、そこから叫時のいかなる11il家や社会あるいは中央と地方の関係な

どが見えてくるのかが判然としない。

このような観点に立って表 lと表 2を見るとき、 liiJ税に関して大きく 2つの

問題設定が可能であろう。まず第 lに補助税祁人の背娯である。 l<Iによれば、

1510年代以降に補助税の羽人が定沿していくことがわかるし』また｝む 2はポンド

当たりの課税額を示したものであるが、それによると 10分 l税は llIIlの徴税額

がほぽ固定されていたのに対して、補助税の}jが徴税額ならびに徴税効率が良

かったことは明らかである。したがって、その間に10分 l税のft定・徴収に関

して地方社会内部でいかなるIlil題が’I:じていたのか、また10分 l税と補助税と
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で査定・徴税システムにいかなる追いがあるのかが、問われねばならない。第

2に表 lに見られるように10分 1税に何らかの税制上の問題があったにもかか

わらず、 16111：紀4くになると、 1Iij税の課税回数が補助税と同様に急増しているこ

との意味であるさらに典味をひくのは、理論的に考えれば、 16世紀末には議

会的直接税の税収総額は急、附していくはずである。しかしながら、表3によれ

ば、それが逆に減少していることである。 10分 1税は 1回の徴税額が約3万ポ

ンドで安定していたことから、その原因の多くは補助税の徴収額が著しく減少

していったことにあった。つまり対スペイン戦争が激化した1580年代末以降に、

議会的直接税を財政的枯盤としながら戦争を遂行する政府の戦時財政政策が限

界に達していたことを怠味しているのである。この問題は単なる税制上の問題

にとどまらず、課税を巡る国家と社会あるいは中央と地方の間の政治・社会問

題の中で捉えlれしてみる必要がある。

もとより、ここでそのすべてを検討することは不可能なので、本章では同税

の第 1の問題について検討しながら、近世イギリスの国家と社会の特質につい

て明らかにしてみたい。

表 1 テューダ・初期ステュアート朝期における課税供与法

year (l) (2) statute year (l) (2) statute 

1487 2 Rot.VI. pp.400-2 1540 4 1 32Hen VIII c.50 

1489 1 Ibid.. pp.420-4 1543 1 34&35Hen Vlll c.27 
1490 1 -Ibid.. pp.437-9 : 1545 2 1 37Hen VIII c.25 
1491 3 -7Hen VII c.11 1553 2 1 7EdVlc.12 

1497 2 2 12Hen Vlk.12.13 1555 1 2&3Philip&Mary 
c.23 

1504 - 1 19HenVII c.32 1558 1 1 
4&5Philip&Mary 
c.11 

1512 2 -3HenVIII c.22 1559 2 1 !Eliz c.21 

1512 1 1 4HenVIII c.19 1563 2 1 5Eliz c.31 

1514 - 1 5HenVIII c.17 1566 l l 8Eliz c.18 

1515 - l 6HenVlll c.26 1571 2 1 13Eliz c.27 
1515 1 1 7HenVIII c.9 1576 2 1 18Eliz c.23 
1523 - 4 14&15HenVllk.16 1581 2 1 23Eliz c.15 
1534 1 1 26HenVIII c.19 1585 2 1 27Eliz c.29 

*(I)=10分 l• 15分 1税 (2)＝補助税

*Rot.=Rotuli Par/iamentorum.1278-1504 (6vols, 1767-77) 
* Statute of Realm.. vol.lll-Vより (11』父

year (I) (2) statute 

1587 2 1 29Elizc.8 

1589 4 2 31Eliz c.15 
1593 6 3 35Eliz c.13 
1597 6 3 39Eliz c.27 

1601 8 4 43Elizc.18 

1606 6 3 3Jac c.26 

1610 1 1 7Jac c.23 

I1621 

- 2 18&19Jac c.1 

1624 3 3 21Jac c.33 

1625 - 2 1 Carc.6 

1628 - 5 3Carc.8 
1640 - 4 6Car c.2 
1641 - 2 16Carc.3.4 
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表2 テューダ朝期における議会的直接税の負lll雑'iと課税lIll数

Subsidies 

s/£fi. .' 
■ ■ 

Fifteenths & Tenths .. 
'' -.I I 

一
.. -.. 

ー・ :-, •一
14851490 1500 1510 1520 15:m 1540 1545 

Subsidies 

青.1111111．］山．し贔 U叫直
Fifteenths & Tenths 

- ■■ - - - - - -------
15451550 1560 1570 1580 1590 moo 1605 

I) Schofield (1988), p.231より作成。

2)縦抽の目盛りは在定頷 lポンド当たりの税額をぶしていろ

3) 10分 1税の税額は、 lポンド当たり (iペンスに換nしてある，9

4)波線の囲み部分は、供与されたものの、実際には徴収されなかったことをぷしている。

表3 10分 1税と補助税の徴収額 (iit位＝ 1.000ホンド）

year receipts year receipts year 
1488 1 1544 77 1576-7 
1489 c.24 1545 57 1581-2 
1497 31 1546 ('43) 55 1585-fi 
1504 31 1546 ('45) 110 1588-9 
1513 33 1547 97 1590-1 
1514 50 1549 54 1592-3 
1515 45 1550 47 1594 
1516 44 1551 40 1595 
1524 73 1552 43 1596-7 
1525 65 1556 68 1599 
1526 6 1557 77 1600 
1527 ， 1558 134 1601 
1535 22 1559-60 137 1602 
1536 23 1563-4 150 1602-3 
1541 47 1567-8 87 1603-4 
1542 48 1571-2 117 1604-5 

＊補助税は社定額に基づく徴収額を示すe

* 10分 l税の 1回の徴収額は約3万ポンド（ただし1537年には36.000、ポンド）。
* 1546年は1543• 1545年の課税供与法に）占づく徴収額

Schofield, Taxation, pp.231-2より｛乍1戊。
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近lltイギリスにおけるIHI'ふくと社会ー10分 1税・ 15分 1税の課税liil題の分折を中心として一

I 10分 l税・ 15分 1税の徴税システム

(1) 10分 1税・ 15分 1税の成立の背景

①直接査定税方式の直接税 (1188-1332)

10分 1税・ 15分 l税はもともと税負担者の資産査定を行い、その査定額の10

分 1あるいは15分 1を税金として支払うものであったが、このように資産査定

額に対して分数式で直接行定税を課す方式が初めて琳入されたのは、ヘンリ 2

世時代のことである叱 1187年にアイユープ朝のサラディン (1138-93)により

堕地エルサレムや I・‘炉l（諸都市が占領されたため、西欧のキリスト教国の君主

たちは、刑地熊遠を LI的とする第 3回十字軍の遠征に必要な財政援助を求めら

れた。そこでヘンリ 2世はノッティンガムシャのゲディントン (Geddington)

で国王評議会を1｝卜l佃し、こじ国内の刑俗の富裕府を中心にレント料や動産査定額

の10分 I (the tithe) の額を税として課したのである。それが王国内の臣民全

体に対して課されるようになったのは1207年のことであり、この時に税負担者

は町 (township)・教区・ (2{ (ward) レヴェルで行われた動産査定額の13分 l

を徴税官またはその代理人に支払うことを義務づけられた。

1294年にさらにtR要な税制改革が行われている。すなわち、これ以降、都市

や古来の王領地 (ancientdemesne) に居住する臣民は、股村地域に居住する

臣民よりも、税率が引き上げられることになったのである。この時には前者が

6分 1税、後者が10分 l税を課されることになった。その後、税率は様々に設

定されるものの、この 2つの領域区分に基づき都市や古来の王領地に対してよ

り絲い税率を設出するやり方は原則として維持された。 1332年になると都市・

王領地が10分 1税、製村地域が15分 1税を課されることになる。この税率は

1624年に最終的にliij税が廃止されるまで維持されることになり、ここにいわゆ

るテューダ哨1期の10分 1税・ 15分 l税の原型ができあがったのである叫

1332年まで様々な税率で税が課されていたが、興味深い点は、それにもかか

わらず、 ft定額ならびに財務府の受領金がある一定の極めて狭い範囲の中に収

まっているということである。たとえば、 1306年に課税された13分 1税・ 20分

1税は牡定額に枯づく予想額が35,300ポンドで実収入額は33,400ポンド、また

1332年に課税された10分 l税・ 15分 l税は予想額34,000ポンドに対して実収入
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額は32,400ポンドといった状況であった。税率したがって在患額が変化してい

る点は、ある程度まで議会が当時の経済状況を考艇し、それに合わせて税率を

修正したことで説明がつく。しかしながら、オームロッドは化患額よりもむし

ろ実収人額がほぼIBj額である点に注Hして次のような指摘を行っている。すな

わち、徴税官が賽産査定額を過小評価する傾向が次第に強まり、しかもその額が

固定されていったために、それが実際の打廂額から乖離していったのである(51。

また先述のようにテューダ朝期の10分 l税も約 3ガポンドであったことを考え

ると、ほぽ3世紀間、税収総額は殆ど変化しなかったことになる。

②割当税方式の直接税 {1334-1624)

このように直接査定方式の課税が、 1り実l:、形骸化していることが明らかと

なったため、 1334年に10分 1税・ 15分 l税が品められた時に、新しい課税方式

が祁入されることになった(Ii)。すなわち、 1332年の貧/!行fむとi山録 (particule

compoti) と徴税額に基づいて、各徴税区に徴税額が1Plヽ1,てられることになっ

たのである。それ以降、税収総額は約37,000ポンドに固定されることになった。

この割当税方式の課税は、税収総額が固定されるため大幅な税収人の妍加は期

待できないものの、予定額が確実に徴収されることと、徴税業務の迅速化・簡i

略化が可能になるという利点があった。しかしながら、別の見方をすれば、国

王＝政府の地方に対する行政能力の限界を媒見したともiiえるだろう。した

がって、それぞれの共同体内部で賀産牡定の必要性が生じた場合には、共同体

内部の税負担者の間で行われることになった。 ft定を巡って紛糾でもしない限

り、以前のように徴税官がその段階で直接介人することはなくなったのである。

そのため徴税官の職務は祁l当額を徴収する最終段階にほぼ限定されたといって

よい。また1334年以降も10分 l税・ 15分 1税という名称は維持されながらも、

課税方式が直接在定方式から1胆l当方式へ大きく変化した、1ばに注紅する必要があ

る。

1433年に、経済不況の煽りを受けて多くの部I|iやIIIJが衰微し、従来の割当額

を支払うことができない状況が生じた。そのため、まず税収総額が4,000ポン

ドほど減額され、次に各州の前1当額に比例して減額分が染しり1かれることに

なった。さらに各州内において、経済衰退ゃn然災宵などによる経済力の弱体

化の度合いに応じて都市や町の前l巧額が投し'11かれたようである。その後1446
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年に減額分は6.000ポンドに引き Kげられ、税収総額は約31,000ポンドに落ち着

くことになる171。 また 1•••国内の各hl:rliや町の割当額の減額も 1468年頃までに終

了している。この税収総額ならびに各徴税区の割当額は、 1625年に同税の最後

の徴収が行われるまで、「地Jiの札＇［習」として資料の転写ないしは口承で受け

継がれることになるのである。

(2) 10分 1税・ 15分 1税の徴税システム

テューダ朝期の課税供仔法をもとに10分 1税の徴税システムを再現してみよ

う。表 lに見られるように、課税供与法では10分 l税と補助税がセットで認め

られていた。規‘必内容の分htや詳細さを比較してみると、そのいずれにおいて

も補助税が圧倒している。 l司税に関する規定が形式化している理由としては、

同税が割当税であり、煩雑な住定・徴税業務を回避できたことや、割当額が数

世紀間維持されてきたことなどが考えられよう。

①徴税官

1334年以降に各州ごとに 2人の徴税委貝 (commissioners)が任命され、各

徴税区の住民と支払額について交渉を持っていたとされているが8)、テューダ

朝期にそれが火際にどこまで行われていたのかは、判然としない。しかしなが

ら、この、点は、ここではあまり屯要な問題とはならない。というのも、同税が

割当税方式を採川していることから、このシステムの基軸は査定よりもむしろ

徴税業務にあったからであり、その段階で中心的な役割を果たしていたのが徴

税官 (collector)たちであった。

まず庶民院の議且たちは自分たちの選挙区である州ないしバラ (borough)

を担当する徴税‘I.fの餃補者リストを指定期Hまでに大法官府 (theChancery) 

に送付することを求められた1!.I)。大法官府は、そのリストに基づいて国塑 (the

Great Seal)付きの任命g (commission)を発給した。彼らはそれに基づいて

徴税官にlE式に任命され、担:りする州ないしバラにおける割当額の徴税業務を

委託されることになったのである。州において任命される徴税官の数は平均す

ると 8~10名であったが、各州ごとに比較してみると35名が任命された州から

4~5名しか任命されなかった州までかなりばらつきが認められる。それに対

してバラで任命された徴税官の数は平均すると 3~5名と数は少なく、各バラ
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間の人数の格差もそれほど大きくはなかった。もとより徴税行の数の多襄のみ

から各州やバラにおける徴税業務を比較することはできないc むしろ、ここで

確認しておきたいことは、テューダ・初期ステュアート朝期を通じて、徴税官

の数にそれほど大きな変化は生じていないということである勺おそらく中世以

来、その数に大きな変動は生じなかったものと見てよいであろう。

徴税官に任命されるためには、いくつかの条件を満たす必要があった。まず

社会的身分の問題であり、州の徴税‘H・は地元の騎K、(it'tなる）ジェントルマン、

ヨーマン、一方、バラ内においてはバージェスや職人の中から選ばれるよう規

定されていたOOJ。さらに、財産殺格も設定されており、イ寸リJ9)信の年illiiliにして

10ポンド以上、動産の場合には100マルク以 Î．の資9登評価額の財9)信を所有する

人物に限られていたill)。ちなみに補助税の徴税委員の財9}附資格はイ＜動産の年価

値にして20ポンド以l：とされていた。これだけ見れば、補助税の徴税委員の方

が社会的ランクが上位にあったことになる。それはともかく、 10分 1税の徴税

官に任命された人々は、地方社会内部において最もihittな身分というわけでは

なかったが、中流！付あるいはそれ以l：の身分・階lriに9瓜してかなりの財産を所

有しており、都市や村の要職を古める人々であった。

②徴税手続き

徴税官は大法官府から任命井を受け取ると、彼の担1iする村 (township)や

区 (ward)に赴き、同地の指祁者 (prepositus) と2人の住民、バラの場合に

は市長、ベイリフと 4人の住人が召集された。徴税官は彼らに対して 1~2人

の同地の有力者に割当額を徴収させ、その徴収金を彼のもとへ遅延なく持って

くるように命じた。しかしながら村やlメ．．への1附l刈額までは史料的に確認できて

も、誰の貞任のもとで、いかにして税負担者の支払額が牡定・徴収されていた

のかについては、地方の治安官 (theconstable)に任される場合が比較的多かっ

たこと以外には、断片的にしかわかっていないし見

彼らの宅要な職務は各村や区内の税負担者の間に祁l11額を配分し、徴収する

ことであった。しかしながら、その方法が「地方の1ft習」に枯づいていたため、

各村や区の状況によりかなりの追いが見られた。通常の場合、徴税を委託され

た治安官たちは、まず住民に集会を開催させた。そこで彼らは課税に令った理

由や供与法の概要を説明し、 1附l叫額の徴収方法については住民たちに決定させ

156 
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た。ヘレフォードでは「はるか昔から同税を少しでも支払う能力と資力がある

同市内のすべての1|ilしや住民」により、個々の支払額の査定が行われたが、他

方でノッティンガムシャのサウスウェルのように、税査定が数名の有力者によ

り行われることもあった'1凡

たとえば1541年にオックスフォードシャのバーフォード (Burford)で、割

当額を住民間で分担するためにコモン・ホールで住民集会が開催されたが、こ

の時に100人以 l．．の住民が参加している点が注目される。そもそも、この史料

が残ったのは、この時に•,Ip]‘り額の分担を巡って紛糾したためである。すなわち

6人の住民が1Ii]地でft‘俎・徴収にあたったベイリフたちが、普段よりも 4ポン

ドも多く徴税し、その分を着服したとして異議を申し立てたのである。同地の

王領地管JIH'I'¥"(the king's steward)や治安判事らが事態の収拾にあたったがう

まくいかず、最終的に凩室庁 (theStar Chamber)へ訴訟として持ち込まれ、

中央の裁定を仰ぐことになったのである叫この訴訟に関する証言録取杏

(deposition)の，記述の中で典味深いことは、同地における割当額の徴収は、住

民の共同作業 (communaleffort)で行われるものと見なされていたことである。

住民集会を通じて税負担者（＝正規の共同体の構成貝）の税額の割り振りを決

定することは、 l1-1J時に村の地理的様界や共同体の構成員を確認する機会でも

あったのである。つまり皆で合意した税を支払うということは、王国の臣民と

してよりも、まずは共11-i]体の構成員としてのアイデンテイティに関わる問題で

あったのである。彼らにとって、それはたとえば共有地などの共同権 (common

rights)の維持、貧民救済の山＂（モ、生産活動における協同性と同じくらいに頂

要な共IH]｛本的行為であったのである。

2 10分 l税・ 15分 1税の徴税実態

(1) 資産査定の対象

同税は、もともと直接杜定税として税負担者の動産 (everyman's moveable 

goods)の代定額に対して10分 lあるいは15分 1の税を課すものであった。し

かしながら Ii~]税が1附J 廿税になると、割当額を支払うための査定対象の選定や税

率は基本的に各村や区のfl―t性に任せられることになったため、その方法は地
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域によって多様にならざるをえなかった。先ほどのバーフォードの場合、税負

担額を巡ってトラプルが生じたものの、家屋 (houses)の年間のレント料 (the

yearly rents)に基づいて税1i定を行う点では、その村の「1ft習」として住民間

で合意が成立していたという ~510

スコフィールドは、 1485-----1547年にかけて1il‘り税の各村や1メ：における牡定対

象を示す史料をもとに49の事例を分析し、それらは大きくわけて 4つに分類で

きるとしている。まず各七地の 1筆 (aparcel)をJlMiiit位として税を割り振り、

それを維持するやり方で、 7件ほど確認できる。この場合には、税が課される

ごとに新たに寵定をする必要はなく、その布の保イi者から1Pl‘J1額 (acustomary 

sums)を徴収するだけの作業となる。次に個人の打廂額をft定して税を課し

ていくやり方であり、土地 (landand tenements)の年{111i(1{[に枯づくもの (11件）、

動産や家畜の評価額に基づくもの (25件）、土地・家屈と動,,g・家新のいずれ

もが評価の対象になっているもの (3件）があった。←・見すれば、動廂や家畜

が査定対象となる事例が多いように見える血）。しかしながら、彼が扱った1i例

の4分3は1537-----1547年に集中しており、地域的にもlfi東部に集中しているた

め、それを一般化することはできない。むしろii:Hすべきなのは、次の点であ

ろう。すなわち、各共同体内部における税牡定は「地Jiの1i1習」にJlしづいて行

われていたため、多様にならざるをえなかった。このように10分 l税の徴税業

務においては地方の自律性が保証されていたのであり、共lnJ体内部で何らかの

トラプルが生じた時にはじめて、徴税委員や治安平ll1iらが調倅にあたるために

そこに介入したのである。

(2) 割当額の地理的分布

まずイングランドの州ごとの前J当額から見てみよう C まずノーフォーク州は

中世における経済的豊かさを繁栄して、約3,486ポンドを‘,1ilり‘りてられており、

全体の約10％を占め、£国内で最も多くの税を負担していた。それに対してロ

ンドン市の前l当額は612ポンドで全体の約 2％に過ぎなかった。しかしながら

16世紀に祁人された補助税について見ると、ロンドン1|iの支払額は全体の10~

12％に達しており、 4 般的には、このように補助税の負担割合の方が大きくな

る傾向があったIii)。ここでは、各州の前1‘!1額をいちいち提ポする煩雑な作業よ
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近111：イギリスにお！ ｝る11;l.iくと fl：会ー）（）分）税・ 15分）税の課税ltl題の分析を中心として一

りも、むしろ次の、点を確認しておくことが爪要であろう。すなわち、 1334iFに

割当額が決‘Iとされて以降、 1449年に 1疫だけ割当額の再査定が行われたが、そ

れ以降、その1ll‘’1額は200年あまりの間ずっと有効であり続けたということで

ある。したがって、表 4に見られるように、ノーフォーク州内の主な徴税区に

おける祁lJi額が、 1449年と 1605年の間で殆ど変わっていないとしても、全く照

くにはあたらないし、もちろん、それは17世紀初頭の同州の経済状況を反映し

たものでもなかった'，

表4 ノーフォーグJ•I•l における 10分 I 税の割当額の配分額（単位＝ポンド）

1449 1605 % Total I 1449 1605 

Freebridge 384.:12 :141.48 (-) 12.03 1 S.Greenhoe 110.91 110.91 

Lynn 42.:13 (+) 1.49, I Mitford 71.40 71.45 

l.aunditch 122.40 122.40 4.31 j Depwade 65.70 65.70 

Thetford 16.00 （＋） 0.56 j Loddon 57.33 57.93 

S.Erpingham 109.37 109.37 3.85 I Tunstead 99.66 99.66 

Nonvich 84.70 89.23 （＋） 3.14 i Yarn10uth 

*Hudson. op. cit.. pp.266-97 ; Braddick. Parliamentary p.55, App. 1、3より作成。

*% Tota)は各地区への配分額の I•iJ州令体の1ll‘Li額に占める1Pl合
*(+)（一）は、それぞれ負担額の附減をぷす。

%Tota] 

3.91 

(+) 2.52 

2.31 

(+) 2.04 

3.51 

また中tlt以米、何らかの理由により 10分 l税・ 15分 l税を免除される場合が

少なからずあった。 1ft習にJ1しづき免税措i荏を施された地域としてチェシャと

ウェールズがある。その後1392年から1415年の間に、カンバーランド、ウエス

トモアランド、ノーサムバランドの各州が加えられた。チェシャに関しては、

同州が暉 輝l領 (thecounty palatin)であったことによるものであり、当時の

同州のi:-＇｝lくに従えば、これまで議会に代表を送ったことはなく、またウェール

ズと同様に祈l--．の即位ないし<r,爵位の継承が行われる時に賦課されるマイズ

(Mise) を丈払ってきているというものであった曲。あとの 3州は北部辺境域

にあって外敵の役人に対して常に防備を固めておく必要があったためである竺

主要 5港 (thecinque ports) も1¥1£大権に基づき免税特権を与えられていたが、

それもlIil様の即111によるものであった。また議会制定法により免税を認められ

たものとしては、 1512年にオックスフォード・ケンプリッジ両大学ならびにイー
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トン・ウィンチェスター校の各コレッジ (college)、1515年にはすべてのコレッ

ジ、修逍院、ホスピタル、カルシオドス会修逍院 (charterhouse) ほかの法人

に対しても免税特権が与えられている竺こうした伝統的な特権も、対スペイ

ン戦争が激化する1580年代末から同税の最後の課税が行われる 1625年にかけて、

その法的正当性が財務府裁判所 (theCourt of Exchequer) の衡平法部門 (the

equity side) における訴訟の爪要な争点となった。というのも、表 1で見たよ

うに、この時期に補助税のみならず、 10分 1税の課税額も引き kげられたため、

それまでくすぶり続けていた地域間の前J~額のイ出均衡や免税特権などの問題が

ー・・気に吹き出すことになったのでる竺

(3) 割当税の経済的負担

次に10分 1税が税負担者にとって、どれほどの経済的負担になっていたのか

検討してみよう。しかしながら、先述のように各村や区における税負担者の査

定額と税額のリストが殆ど残存していない以 1-:．、それは断片的な史料からの推

測の域をでるものではない。ここでは、ダイヤーが見つけ出した 5つの地域の

史料に基づく同税の査定と徴収額を中心に、この間題について検討してみよう。

表5のうち、動産による雀定が行われたことが明記されているのはエバートン

(Emberton)のみであり、他の 4つの地域では桔本的に不動産が牡定の対象と

なっていた。またリトゥル (Writtle)の税負担者ならびに徴税額の多さが目を

引くが、ここは 5つの村の中でも最も規模が大きく、その中心に都市を抱え経

表5 10分 1• 15分 1税の 5つの地区における資喉付．定額

Place County Date Basis for No.of 
% Total assessment payments 

Emberton Buckinghamshire 1512-13 Land and 51 £ 3 2s. od. goods 

Newborough & Hoar Cross Staffordshire 1450 Land 83 £ 1 3s. 8d. 

Walford & Howle Herefordshire 1486-7 Land (some 
52 f. 2 5s. Od. goods) 

West Homdon & Childerditch Essex c.1500 Land 18 r. 2 4s. 9d. 

Writtle Essex c.1500 
Land (some 

226 £12 6s. 0.5d goods) 

* Dyer, op. cit.. p.178より作成。

* No. of paymentsは納税者の数とみてほぽ淡し丈えない心
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近IItイギリスにおける11il家と社会ーIO分 l税． 15分 1税の課税問題の分折を中心として一

済的にも比較的窪裕な農村地域であった。また数は少ないけれども、動産によ

る査定も行われているが、それが同地域内の小規模なバラに集中しており、そ

の中には所イi物も1リl1記されていない 8人の貧民による少額の支払いも含まれて

いた竺

税負担者の経済的['lillであるが、すでに1334年に同税が割当税になった時点

から、逆進的 (regressive) な傾向が強まっていた。というのも、 1332年まで

に富裕府の費,,・(tft‘ぷ額が1i‘kl-.、固定化されており、さらに10シリングという

課税の最低限I虻額も廃ll：されて税負担者が増加したためである四。表6に見ら

れるように、このような状況は16世紀初頭においても変わっていない。まず、

いずれの村においても、税負担者のうち11ペンス以下という低額査定を受けた

人々が、半数以 l：を占めていた。ダイヤーの分析によれば、ニューバラでは税

負担者のうち24名がわずか lペンス、エバートンでも 4名が 1ペンス、 15名が

2ペンスを支払っていた。税負担者の社会階庖についても、小農層が少なから

ず含まれていた。ニューバラでは 3エーカー以下の土地保有者が多く含まれて

おり、たとえば、ブリッジェンドに住むフェントン (HauffFenton)なる人物

は小屋住み農 (acottager) として 1ペンスを支払っていた。ウエスト・ホー

ンドンでも 1i11iは1iijじで 3エーカー、 4エーカー、 6エーカーという小規模な

土地保有者たちは、それぞれ lペンス、 2ペンス、 2ペンスを支払っていた。

リトウルにおいても 11ペンス以ドの査定を受けた人々の多さが目を引くが、先

述のように小規膜なバラを含んでいることもあって、その中に織布エ、手袋職

人、染色職人、縮允I.(fuller)、屈根虹き職人などの職人囮の名前が現れてく

表6 5つの地区における資産査定額に基づく納税者の分布状況

Place Date over 5s. Od. 2s.-4s.lld. ls. -ls. lld. 
lld., or 

Total 
below 

Emberton 1512-3 4 (8%) 5 (10%) 7 (14%) 35 (6綿） 51 (1暉）

Newborough 1450 

゜ ゜
5 (6%) 78 (94%) 83 (1暉）

Walford 1486-7 

゜
5 (10%) 10(1罪） 36 (6綿） 52 (1暉）

West Horndon c.1500 4 (22%) 1 (6%) 2 (11%) 11 (61%) 18 (1暉）

Writtle c.1500 12 (5%) 10 (4%) 38 (17%) 166 (74%) 226 (1鴎）

* Dyer, op. cit.. p.181より作／戊。
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る竺

税負担者の実質的な経済的負担について検討するためには、個々の税負担者

の税負担額を国税（補助税と10分 l税）と地Jj税を含めて令般的に検討してみ

る必要がある。まず補助税と 10分 I税を比較してみよう補助税の場合、課税

対象となる代定額の最低限度額が設定されていた。それに対して10分 l税は徴

税区内の低所得府にまで、しかもより均等に近いかたちで課税されていた。た

とえばロンドンの場合、 10分 l税はほぽすべてのIIHiti:．が負担していたのに対

して、補助税はその約 3分 lが負担したに過ぎなかった，' . /j、ノーフォーク

州は10分 l税の負担率は轟かったものの、補助税のそれは1620年代後平の段陪

でも全体の約4％を占めていたに過ぎないe プラディックも指摘するように、

これは明らかにイングランドElli)内におけるliiJ州の10分 l悦の負担率の翡さを

考應して、同州内の補助税の牡定官や徴税‘1'fの間で意図的に税負担の軽減が図

られた可能性が絲い竺

では税負担者の国税と地方税の負担率はどうだったのか、ロンドンili民の1i

例をもとに考えてみよう。ロンドン市民は教lメ：ごとに地方税として定期的に教

会打記の貨金 (clerk'swage)、街路泊柚人の買令 (scavenger'srate)、教胚の

10分 l税 (Tithe)、救貧税 (poorrate)、またヘンリ 8litの即位に際しての人

市式など特別なH的のために課される都1|il5分 l税 (thecity fifteenth)を支払っ

ていた。たとえば1590年代の対スペイン戦争時に、 hlilJ)J税が課される最低限9虻

額である（動産で） 3ポンドの資産牡定を受けたロンドンのIlt9:lfl：にとって、

国税とロンドン市税がどれくらいの経済(l,'.lt1担になっていたのか見てみよう竺

彼らは国税として補助税 (8シリング）、 15分 l税 (6シリング8ペンス）、ロ

ンドンIP税として教会iりJc(clerk) の貨金 (1シリング4ペンス）、街路泊柚

人 (scavenger) の賃金 (Iシリング4ペンス）、教区の10分 l税 (3シリング

8ペンス）、救貧税 (6シリング8ペンス）を支払っていたーしたがって、総

額にすると、年‘円均で27シリング（国税： 54%、ロンドン 1|i税： 46%）を丈払っ

ていたことになる。また1540年代の対仏戦1t時に彼らの経済的レヴェルに対応

するロンドン市民は、国税として 6シリング8ペンス、ロンドン I|i税を含める

と年平均で12シリング8ペンス（国税： 52%、ロンドン I|i税： 48%）を支払っ

ていた。、形然のことながら戦1tなどが生じた時にはIHI税の賦課により、低所得
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近lltイギリスにおけるIHI‘ぶと社会ーIO分 1税・ 15分 1税の課税IIIJ題の分折を中心として一

附に頂い税flillがのしかかっていたが、その傾向が16世紀末にさらに強くなっ

ていったことがわかる。

3 課税問題に見る個と共同性

ロンドンIli民のみならず、地方の住民たちの間でも、多くの場合、税に対す

る意識として国税の支払いと、逍路・教区教会の維持に関わる税や救貧税のよ

うな地方税との間に1リl確な区分はなく、いずれも共同体内部の公的な税負担と

みなされていた。先述のように10分 l税は11ペンス以下の低額の資産査定を受

けた小11!1}f'iに対しても、ほぼ均等に課税されていた。サリー州のエプソム

(Epsom)では、 1599年に39名が同税を支払っていたが、そのうち補助税も同

時に支払っていたのは13名にとどまっている。またこの村でも20名の小屋住み

股が、「背からの1t'［習に従って」 1ペンスを課されていた竺

それにしても、村内の貧牒1i'iiや小屋住み農に対してまで、 1ペンスではあれ

税を課すことの意味はどこにあるのだろうか。それは共同体に対する財政的な

貢献よりも、むしろ政治的・社会的貞献を期待されていたのではないかと思わ

れる。それどころか、彼らが実際に支払っていたのかどうか疑わせる事例さえ

存在しているのである。たとえば1434年にサフォーク州のソーナム・マグナ村

のベネット 0.Beneyt) は、追産の使い道の 1つとして、同村内の貧しい住民

の15分 l税の支払いの援助に川いるように指示していた。ノッティンガムシャ

のホーム (Holme) に住んでいたバートン 0.Barton)は追言の中で迫言執行

人に次のような指ぷを行っている。すなわち、彼の死後、向こう二年間、ノー

ス・ムスカム (NorthMuskham)村内で4ペンス以下の資産査定を受けたす

べての物乞いの税金の支払に充てられたし、と。また共同体が全体として、貧

困者の税負担の軽減を試みる場合もあった。最も典型的な事例は追贈された土

地を教会委tl(the church-warden)の管理下に慨き、 10分 l税などの課税が

行われた際には、それらの I：地から得られた利益を充てるものであった。課税

が行われなかった年には、それは教区教会の修復や貧民救済などの共同体内部

の慈務行為のために川いられた竺またロンドン市におけるように戦時課税が、

各カンパニーの共ITTJ)店金により支払われる場合もあり、それはメンバーの負担
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を軽減するとともに、資産在定を回避する手段としても川いられていた。アー

チャーの分析によれば、 1569年にロンドン1|iで課税が行われた時、 9つのカン

パニーのうち、 3つのカンパニーが個人の打9)釦ff.定を1111避し、共llij基金による

拠出に頼っていた。一方で資産牡定に応じメンバーに課税がなされた 6つのカ

ンパニーでも、請求額の70％を賄ったに過ぎず、残りはカンパニーの共同基金

で支払われているのである。また賀産牡定がなされる場合にも、貧民府や遍歴

職人 (joumeymen)は除外するといった配磁が施されていたというc'。

当時の人々にとって、税の支払いは個人の税負担であるのみならず、村の共

同権の維持、貧民救済の責務と同じくらい[g要な共ldl（本的行為であり、また共

同体の絆の強さをはかる試金石でもあったのである。教lメ：が~.fll！する土地から

10分 l税が支払われたのも、そのような意識が共イiされていたためであろう。

また貧股層や小屋住み農であれ、共同体の成llとして，認められる限り、その証

として lペンスの税の支払いが求められたわけである。また1il刈額の徴収方法

も、各共同体の自主性に任されていたといってよく、その分だけ多様化せざる

を得なかった。しかも割当額が1334年以降、数世紀1lil維持されたために、その

方法が固定化し、「地方の佃習」として代々、受け維がれていくことになった

のである。この点について地方の徴税官や治安官らの立場から考えると、彼ら

の徴税業務が想像以上に「地方の恨習」による規制を受けていたと言えるであ

ろう。そもそも徴税官や治安官に任命される人々は、地方社会内部において指

迎的立場にあって統治に携わる人々であった。彼らの地Jj社会における権威の

源は、官職そのものよりも、むしろ彼ら自均の名：冷や名内に関わるものであり、

それらを維持するためにも「地方の俯習」をないがしろにするわけにはいかな

かった。彼らは常に国家と地方の 2つのレヴェルの秩序説を持ち、状況に応じ

て両者を使い分けていく必要があったのである叫

4 16世紀前半期における10分 l税と補助税

14世紀半ば以降、議会的直接税としては、 1Pl当税である10分 1が用いられて

きた。しかしながら、 16世紀初頭になると新たに補助税が祁人され、表 lに見

られるように両税が併川されていくことになる。そこで、なぜ政府は補助税の
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祁入に踏み切ったのか、その政策的意図を検討しながら、 10分 l税の運用の限

界について明らかにしてみたい。

中央政府の側にとって10分 1税を用いることのメリットは、割当税として常

に3ガポンド前後の安定した収人が見込めるために戦時財政の運用計画が立て

やすく、また代定・徴税業務を地方の側に委託することで、それに関わる費用

を軽減することができた点にある。地方の側にとっても、同税は地方の自律性

が保証されていたため、徴税官らによる正規の直接査定を受けたり、資産査定

簿を財務府において掌握される危険性を回避することができる点で受け入れや

すい徴税システムであった。

ただし、この課税システムがうまく機能するためには、割当額が16世紀以降

のイングランドの経済発展や経済構造の変化に迅速に対応できるだけの融通性

を備えていることがK前提であった。しかしながら、表4にも明らかなように、

割当額が数tit紀1h]も維持されてきたために、すでに硬直化しており、本来、中

央政府の課税対象となるべきもの、特に富裕附の富の多くが課税されないまま

に残されていたのである。テューダ朝期に入ると、国家歳入を増加させるため

の様々な財政政策が試みられた。しかしながら、 10分 l税については、総収入

額を引き上げたり、経済状況に合わせた各徴税区の割当額の再検討は行われず、

依然として伝統的な方法と祁l当額が用いられていた。その理由としては、イン

グランドE国内の各徴税区の経済状況を調査し、それに合わせて割当額を配分

し直す複雑な業務は、テューダ朝国家の行政能力をはるかに上回っていたから

である。また「地方の'ti'l料」を犯して中央政府が地方の徴税業務に深く介入し、

中央と地方の間の政治的緊張度をいたずらに蒻めることは、得策とはいえな

かった。その代替策の 1つとして採用されたのが、補助税の導入であったわけ

である。

補助税の具体的な検討は別の機会に譲らざるをえないので、ここでは1523年

の課税供与法をもとに、補助税と10分 l税の徴税システムの比較に限定して検

討してみよう汽

10分 l税と補助税の直要な相違点は、前者が割当税であるのに対して後者が

直接付．定税であった、点にある。補助税の徴収手続きは、およそ以下の要領で行

われた。通常の場合、各徴税lメ：で 2名ないしそれ以上の査定官 (theassessor) 
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が任命された。彼らは担当地区の住民の賀9登fもとを行い、それを J,~ に ft‘俎報告

占 (theBill)を作成し、徴税委.Fl(the commissioners)へ提出する c 徴税委

貝はそれを基に課税額を記載した課税表 (theIndented Estreat)を作成し、徴

税官 (HighCollectors, Petty Collecters)に送付した。徴税‘l.fはそれに枯づい

て徴税を行い、徴収金を財務府へ持ち込んだ。財務府では fめ徴税委ilから送

付されていた在定証明:.!f(the Certification)を枯に徴税I.-fによる納人額と徴税

予定額の照合が行われたのである。この手続きの注tiすべき点は、補助税が課

されるごとに、全国一律の基準のもとに代‘Iピ1'f(こよる個々 人の打,:・（げft定が行わ

れ、それが初めて正規の記録として残されることになった、点である。

10分 l税は低所得府にまで課税されており、 1;1j‘l1額が1占l‘俎化していったこと

で富裕府の負担が相対的に軽滅されたことから逆進的傾l｛りを強めていた。それ

に対して補助税は個人の打産査定額に基づきポンド1iたりで課税され、しかも

課税される最低資産額も設定されたため、，h」｛裕}¥'1の資産額に応じた課税が可能

になるとともに累進的傾向を持っていた竺補助税のそうした特徴は、ロンド

ン市における同税の徴税実態によく現れている。 1Iihliでは、ほぼすべての世惜

主が10分 l税を支払っていたが、支払額は612ポンドで全体のわずか 2％ほど

に過ぎなかった。一方、補助税の牡定を受けたのは約 3分 lのIlt、:tfi:．にとどまっ

ているのに、補助税の全収入額の10~12％を占めていたのである凶。またロン

ドン市の富裕な徴税区では全世帯主の74％が補助税を支払っていたのに対して、

それほど経済状態が良くない徴税にでは、その割合は18％にとどまっていた。

たとえばセント・バーソロミュー・エクスチェンジ教lメ．．では、 1579~82年に年

平均で84名の世帯主が市税（教会1,-f記の貨金、街路iliit1}人の貨金、ロンドンrli

15分 1税）の在定対象となっていたのに対して、 1582年に補助税が課された時

に在定対象となったのは、 40名にとどまっていたのである叫したがってロン

ドン市では10分 l税やrfi税が低所得府にまで広く賦課されていたのに対して、

補助税は相対的に見て累進的傾向が際だっていたことになる。このような傾向

はノーフォーク州でも確認できることが指摘されているが:G1、イングランド全

体の領向を明らかにするには、地域ごとの両税に関するデータをさらに裕梢し

ていく必要があるであろう。
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おわりに

テューダ朝期に人ると、すでに運用上の限界に達していた10分 1税を補う形

で新たに補助税が導人された。こうしてイギリスの税制史上はじめて、議会的

直接税として1Pl‘l'i税と直接ft定税が併用されることになったのである。議会が

補助税による個人資南の直接代定を認めた背景に、 1520年代の対仏戦などによ

り生じた国家財政の危機的状況があったことは事実である。しかしながら、同

時に補助税は戦時などの非常時に議会の承認を得て課税されるものであり、ま

たft定・徴税業務において地方の自律性が保証されていることを前提としてい

たのを忘れてはならない。

議会的直接税が戦時における財政的基盤となるためには、まずもって補助税

の査産ff．定が、法に基づいて公正かつ厳格に行われる必要があった。しかしな

がら10分 1税と補助税、いずれの場合にも中央政府が査定・徴税業務を地方の

統治者やイj}J者に委託している以K、それも最終的には国家行政組織の末端に

位附する行政‘l.fとしての彼らの自覚に頼らざるを得なかった。これがテューダ

朝期における財務行政の特徴であり、また限界でもあったのである。

1545年までの補助税の資廂査定額は実質収入額よりも低めではあったが、著

しく過小なft定は行われていなかったようである。そこには可能な限り正確な

査定を行おうとする代俎官や中央政府の努力のあとが認められる。 1516年にウ

ルジ (T.Wolsey) はロンドン市長と 7人のオーダーメン (aldermen)を星室

庁 (theStar Chamber)へ呼びつけ、同年のロンドン市における資産査定額が

全体として1i1J年のものと比べて減少している理由を問いただした。ウルジは彼

らが直営に基づいて正確な資産在定を行うことを要求し、さもなくば直接に乗

り込んで自ら汽9栢荏定を行うことも辞さないという強硬な態度を示した。ロン

ドン 1|if!［I]はウルジたちによる資産在定を回避するため、その差額をただちに支

払っている。また別の州の徴税委貝に対して国王が出した通達によれば、課税

供与法の規定に関する見解の相迎、あるいは梢実による不正から査定額が減少

しているため、徴税委いたちは再在定を命じられていた°°。

しかしながら、 16l1t紀後半以降になると、徐々に補助税の課税対象者の数な

らびに探9喉牡定額が減少していき、表 l~3で検討したように対スペイン戦争
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時に議会的直接税が強化されると、その傾向が顕併になる」たとえばヘンリ 8

世時代の爵位貴族の資産在定額は平均して約800-900ポンドであったが、 1580

年代には約300ポンドに落ち込んでいるCJ'il。それ以外の被課税者の代定額も同

様に減少していった。 1590-1630年の間にロンドンrpとノーフォーク州におけ

る資産査定額は、全体として70％も減少している汽貨族以外の被課税者の数も、

工セックス州では1566年には6,700名であったのが、 1628年には3.700名Cl'J、ま

た同様にロンドン市では7,123名 (1563年）から4,968名 (1606年）、ヨーク市で

は357名 (1546年）から201名 (1609年）に減少しているのであるi119'。さらに資

産査定額も課税査定限度額に集中していく傾向がみられ、相対的に見て窪裕l付

の税負担が軽減されることになった叫こうして補助税は10分 l税と l"J様に逆

進性を強め、相対的にみて中llJll曽 (themiddling sort)が最も多くの負担を強

いられることになったのである。このような状況―ドで16t仕紀4くに10分 l税の課

税が強化されたために低所得1習の不満が甜まり、祁J~額の不公1--;• さを巡る紛争

が激化したことは、ある程度まで予測できるが、その‘必態の解明については今

後の課題としておきたい。
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